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市有財産 （八 戸 市 民 保 養 所 洗 心 荘 旧 従 業 員 宿 舎 （土 地 ・建 物 ） ）売却  

 一般競争入札実施要項 【郵便型入札 】  
 

一般競争入札 

 参加申込受付期間 令和６年３月 11日（月）～ 令和６年５月 10日（金） 

 入札期間 令和６年５月 13日（月）～ 令和６年５月 31日（金） 

 開札日時 令和６年６月 ３日（月） 午後２時 30分 
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申込みから売買代金の支払い・物件の引渡しまで 
本物件の一般競争入札等の流れは以下のとおりですが、詳細は必ず入札説明書を参照してください。 

① 質疑応答 ：入札説明書「７．質疑応答」参照（６ページ） 

令和６年３月 11日（月）～ 令和６年５月 10日（金）午後５時まで 

※「質問票」にて、電子メール又はファックスのみ受付 

 

② 入札参加申込み ：入札説明書「３．入札参加申込み」参照（４ページ） 

令和６年３月 11日（月）～ 令和６年５月 10日（金）【必着】 

【持参の場合】 午前９時～午後５時 （土・日曜日、祝日は受付不可） 

【郵送の場合】 一般書留又は簡易書留 

申込受付後、入札に必要な書類を交付（入札説明書「４．入札に必要な書類の交付」参照（５ページ） 

 

③ 物件の現場確認 

 （現場説明会） 

：入札説明書「５．物件の現場確認（現場説明会）」参照（５ページ） 

令和６年４月 15日（月） 午後３時 15分開始 

※20分程度 ※令和６年４月 11日（木）午後５時までに参加予約が必要 

 

④ 入札保証金の納付 ：入札説明書「６．入札保証金」参照（６ページ） 

※入札書類として、「入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）の 

 コピー」が必要となるため、必ず金融機関から受け取ること 

 

⑤ 入札【郵便型】 ：入札説明書「８．入札方法」参照（７ページ） 

令和６年５月 13日（月）～令和６年５月 31日（金）【必着】※左記の期間外に到達した分は無効 

 ※入札書類を指定の封筒（八戸郵便局留）により「一般書留又は簡易書留」で郵送 

 

⑥ 開札 ：入札説明書「９．開札」参照（８ページ） 

令和６年６月３日（月） 午後２時 30分 （場所：八戸市庁別館７階会議室Ａ）※開札立会任意 

 

入札者がなかった場合  

令和６年 10月中に先着順による買受公募開始予定 

 

⑦ 契約の締結 ：入札説明書「12.契約の締結」参照（９ページ） 

落札者決定の日から７日（土・日曜日、祝日を除く）以内に、契約保証金（入札保証金との差額）納

付の上、売買契約を締結 

※契約保証金については、入札説明書「13.契約保証金」参照（10ページ） 

 

 

土地面積に 

変更がない場合 

その旨通知 

 

 

⑨ 所有権の移転（物件引渡し） ：入札説明書「15.所有権の移転等」参照（10ページ） 

売買代金完納時に所有権移転及び現状有姿による物件引渡しがあったものとみなします。 

所有権移転登記は八戸市が行い、登録免許税等必要費用は落札者負担とします。 

⑦´変更契約の締結 ：入札説明書「14．変更契約の締結及び売買代金の 

 支払方法」参照（10ページ） 

※確定測量による土地面積に変更がある場合のみ 

⑧ 売買代金の支払い ：入札説明書「14.変更契約の締結及び売買代金の支払方法」参照（10ページ） 

変更契約締結日（もしくは土地面積に変更がない旨通知した日）より１か月以内に売買代金（契約

金額から契約保証金を差引いた残額）を納付 
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入札説明書 
 八戸市（以下「市」といいます。）では、以下の市有財産を売却するにあたり一般競争入札（郵便型入札）

で落札者を決定します。この入札実施要項及び巻末の入札者心得書（八戸市財務規則（昭和 54年八戸市規

則第１号）別記第１）をよく読み、内容を十分把握した上で御参加ください。 

1. 入札物件 

(１)   物件名 

 八戸市民保養所洗心荘旧従業員宿舎（土地・建物） 

(２)   物件概要 

所在地 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保 11 番地 197 

土地 地目 山林（現況：宅地） 

地積 167.00㎡（境界未確定のため予定面積） 

建物 建築年月 昭和 63年９月 

種類 居宅 

床面積 127.76㎡（１階 77.25㎡、２階 50.51㎡） 

その他 ・平成 29年３月まで洗心荘従業員宿舎として貸付 

・浴室設備なし 建物性能評価未実施 

・工作物あり、隣地からの植栽越境あり 

用途地域 都市計画区域外 

最低売却価格 904,000円（土地 256,000円、建物 648,000円） ※税抜 

入札保証金額 91,000円（定額） 

※ 最低売却価格は、令和６年１月１日時点の鑑定評価額に基づき算定したものであり、建物にかかる消

費税及び地方消費税相当額（税率 10％）が別途加算されます。 

※ 「土地」と「建物（消費税抜き）」の総額を合わせた金額を入札します。 

※ 入札価格の土地価格と建物価格の内訳は、最低売却価格の土地価格と建物価格の比率により、市が決

定します。 

※ 売却価格は、①入札書に記載された金額をもとに決定した土地価格と②入札書に記載された金額を

もとに決定した建物価格に建物価格の 10％に相当する額を加算した価格の合計とします。 

 ただし、令和６年４月より土地の確定測量を実施予定であり、その完了後土地面積に変更が生じた場

合には、入札書に記載された金額をもとに土地のみの１平米あたりの売却価格単価を算出し、測量後の

面積を乗じて得た金額を土地価格として変更契約を締結します。 

※ 本件土地及び建物は現状有姿による売り払いです。契約締結の日以降に土地（地下含む）及び建物内

に存在する一切の工作物、樹木、設備及び什器備品等は市で撤去せず、土地及び建物の所有権移転と同

時に落札者の所有となります。 

 契約締結後、物件引渡しまでの間に目的物に変動が生じても市は、引渡し時の現状のまま引き渡せば

足りるものとします。 

※ 落札者が所有権移転後に建物や工作物等の解体処分・修繕及び改修等する場合、市はこれらにかかる

一切の費用負担をしません。 

  また、上記の設備及び什器備品等は、平成 29年 3月以降使用しておらず、その後の動作や性能につ

いては保証しません。所有権移転後に落札者の判断のもと、その使用や処分等を行う場合に要する一切

の費用は落札者の負担となります。 

※ 物件の詳細については、物件調書を御覧ください。なお、物件調書は入札参加者が物件の概要を把握

するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者御自身において、現地及び諸規制について調査確

認を行ってください。 
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2. 入札参加資格 

個人及び法人（八戸市内に在住・在勤又は事務所・事業所等の有無を問いません。）の方で、指定された

期限までに入札保証金、契約保証金及び売買代金を支払うことができる方であれば、どなたでも申し込みが

できます。 

ただし、次の①～⑬のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４第１項各号に該当する者 

（入札にかかる契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 

 者、指定暴力団員とその関係者等） 

② 市有地売却において、落札者、買受人としての地位を失った日後２年を経過していない者 

③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者 

④ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 

⑤ 破産法（平成 16年法律第 75号）、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成 8年法律第 95

号）及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律（平成 12年法律第 95号）に基づき破産

手続開始の申立てがなされている者 

⑥ 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24 年９月 25 日制定）第

２条第３号に掲げる者（排除措置対象者） 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第２条第２号に規定する

暴力団又はその構成員の統制下にある団体若しくはその利益となる活動を行う者 

⑧ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 号）第８条第２項第１

号に掲げる処分を受けている団体又はその役職員若しくは構成員 

⑨ ⑦に掲げる者から委託を受けた者及び⑧に掲げる者の関係団体 

⑩ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条第１項に規定

する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団の事

務所並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第５条

に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しようとする者 

⑪ 本入札にかかる手続き等に必要な日本語を完全に理解できない者。ただし、その代理人が日本語を理

解できる場合は除く。 

⑫ 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者。ただし、その代理人の日本国内に住所又は連絡先がある

場合を除く。 

⑬ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の３第１項の規定に該当する職員（当該公有財産に

関する事務に従事する当市の職員） 

 

※ 入札参加資格の確認を行うため、市が警察等関係機関に対して申込者及び共有者について照会を行

うことについて、その旨御了承ください。（法人の場合、その役員等を含みます。） 

  また、照会の結果、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24年

９月 25日制定）第２条第３号に掲げる排除措置対象者であることが確認できた場合には、同第３条に

基づき排除措置を行い、同４条に基づき内容を公表いたします。 
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3. 入札参加申込み 

 この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。 

 受付期間内に、持参又は郵送により下記(２)受付場所（送付先）に必要書類を提出してください。 

 （郵送の場合は必ず一般書留又は簡易書留としてください。受付期間内に届かなかった場合、 

  書類に不備がある場合又は指定の方法以外で郵送提出があった場合は受付できません。） 

 また、電話、ファックス、電子メール等での申込みはできません。 

 

(１)   受付期間 

令和６年３月 11日（月）から令和６年５月 10日（金）まで 【必着】 

※ ただし、持参の場合は午前９時から午後５時まで。土曜日、日曜日、祝日は受付しません。 

(２)   受付場所（送付先） 

八戸市 福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ 

〒031-8686 八戸市内丸一丁目１番１号（八戸市庁別館７階） 電話 0178-43-9258（直通） 

【持参の場合】 持参する日時について、あらかじめ上記受付場所に電話連絡ください。 

【郵送の場合】 一般書留又は簡易書留を使用し、郵送後速やかに、上記受付場所に電話で郵便物 

        のお問合せ番号を御連絡ください。 

(３)   入札参加申込み必要書類等（各１通） 

 次の必要書類を揃え、必要事項を記入・押印（登録印）のうえ申込みください。 

 提出書類に不備がある場合は受付できませんので御注意ください。 

入札参加申込み必要書類（各１通） （様式は市ホームページからダウンロードできます。） 

 個人の場合 法人の場合 

① 市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書【第１号様式】…18ページ参照 

② 印鑑登録証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

印鑑証明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

③ 本籍地の市区町村長が発行する身分（身元）証

明書 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

※取得方法は本籍地の市区町村の住民票発行 

 担当課へお問合せください。 

※外国人の場合は住民票の写しを提出 

会社・法人の登記事項証明書 

（履歴事項全部証明書） 

※申込日前１か月以内に発行のもの 

④  役員名簿【第２号様式】…19ページ参照 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

（共有名義とする場合のみ） 

共有者名簿【第３号様式】…20ページ参照 

共有者全員の印鑑登録証明書又は印鑑証明書 

共有者全員の身分（身元）事項証明書又は登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

（共有者が法人である場合）共有者の役員名簿【第２号様式】…19ページ参照 

※ 提出書類はいかなる理由があってもお返しいたしません。 

※ 落札した場合の売買契約や所有権移転登記は、入札参加申込書の記載名義（共有名義とする場合は、

共有者名簿に記載の名義）で行いますので、正確に記載してください。 

※ 共有名義で申込みの場合、同じ物件に個人又は法人として単独で申込みできません。 

※ 共有名義で申込みの場合、入札は入札参加申込書に記載した代表者が行うことになります。 
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4. 入札に必要な書類の交付 

 入札参加申込み受付後に、市より入札に必要な次の書類等を交付します。 

 交付は、原則として入札参加申込み受付日当日に行いますが、後日郵送（一般書留）により行う場合もあ

ります。 

① 入札参加申請受付書 

  （市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書の写しに市が受領印を押印したもの） 

② 入札書提出用封筒 

③ 入札関係書類送付用封筒 

※ 入札参加申請受付書の交付後であっても、開札前に申込み資格がないことが判明したとき、又は申込

み資格を失ったときは、参加資格者としての決定を取り消します。 

※ 郵送で申し込まれた方で、上記書類が令和６年５月 17 日（金）までに到着していない場合は、福祉

政策課へ必ずお問合せください。 

5. 物件の現場確認（現場説明会） 

 次のとおり現場説明会を行います。希望される方は、あらかじめ福祉政策課へ予約ください。 

(１)   実施日時 

令和６年４月 15日（月） 午後３時 15分開始 ※20 分程度  

(２)   参加予約連絡先 

八戸市 福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ 電話 0178-43-9258（直通） 

(３)   参加予約締切 

令和６年４月 11日（木）午後５時 

 

 ※ 当日は、市職員立会いのもと現場説明を行います。それ以外の日時に敷地、建物内に立ち入ることは

できません。 

 ※ 当日、午後３時 30分を過ぎても参加希望者が現場に来なかった場合は、説明会を中止します。 

 ※ 敷地内に若干の駐車スペースはありますが、敷地内で起きた事故や車両の損傷等について、市は一切

の責任を負いません。 

 ※ この現場説明会に参加しなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知さ

れて参加されているものとみなします。 

 ※ 上記の開催日時以降で、入札参加申込み期間に本物件を見学したい場合は、福祉政策課（電話 0178-

43-9258（直通））へ御相談ください。 

   ただし、物件が当市行政区域外にあるため、御希望に添った対応ができない場合がありますので、可

能な限り上記日時での参加を御検討ください。 
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6. 入札保証金 

 入札に参加するには、八戸市財務規則第 119条の規定により、事前に入札保証金を納めていただくことが

必要です。下記(１)～(３)のとおり、入札保証金を指定の振込先にお振込みください。 

 

(１)   入札保証金 

91,000円（定額） 

(２)   振込先 

（金融機関名） 青森銀行八戸市庁支店 

（口座種別・番号） 普通 0000013 

（口座名義人） 八戸市会計管理者（ハチノヘシカイケイカンリシャ） 

(３)   振込時の注意事項 

 振込名義人は、入札参加申込者（共有名義での申込みの場合は代表者）とし、本入札にかかる入札保証

金として識別するため、振込名義人の後ろに「0746」と追記してお振込みください。 

   （例）株式会社 ○○社 0746 

※ 入札の際に、入札保証金納付済みを証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピーの提出

が必要となりますので、振込の際に必ず金融機関より受け取りください。 

※ 振込手数料は、入札者の負担となります。 

※ 落札者の入札保証金は、全額を契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締

結しないときは、入札保証金は市に帰属し、返還しません。 

※ 落札者以外の方の入札保証金は、入札時に提出いただく入札保証金提出書（兼返還請求書）に記載さ

れた金融機関口座へ振込により返還します。 

 この場合、入札保証金に利息は付しません。 

 また、返還には、開札後４週間程度を要しますので御了承ください。 

 

7. 質疑応答 

 この入札にかかる質疑については、質問票【第７号様式】（24ページ参照）に記入の上、電子メール又は

ファックスにて提出してください。口頭及び電話での質問については、受付いたしません。 

(１)   受付期間 

令和６年３月 11日（月）午前９時から令和６年５月 10日（金）午後５時まで【必着】 

(２)   受付場所（送付先） 

八戸市 福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ 

 メールアドレス fukushiseisaku@city.hachinohe.aomori.jp 

 ファックス番号 0178-47-0746 

※ 質問票を提出する際の電子メール及びファックスの件名は、「洗心荘旧従業員宿舎入札質問票提出」

としてください。 

(３)   回答 

 質問者に対し電子メール又はファックスにて個別に回答するほか、質問者名をふせて質問と回答内容

を市ホームページにも随時掲載します。 
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8. 入札方法 

 入札は郵便型入札であり、郵送（一般書留又は簡易書留）による入札のみ受け付けます。 

 持参による入札はできませんので御注意ください。 

(１)   入札期間 

令和６年５月 13日（月）から令和６年５月 31日（金）まで【必着】 

※ この期間内に、下記(３)入札書類を必ず一般書留又は簡易書留により八戸郵便局留で郵送ください。 

※ 入札書類に不備がある場合は、受付できませんので、内容を充分に確認の上で提出ください。 

※ この期間内に入札書類が到達しない場合、入札は無効となりますので余裕をもって郵送ください。 

 また、入札期間前に到達した場合も無効となりますので御注意ください。 

(２)   送付先 

〒031-8799 八戸郵便局留 （〒031-8686 八戸市内丸一丁目１番１号） 

 八戸市福祉部福祉政策課 行 

※ 郵送の際は、入札参加申込み受付後に交付した「入札関係書類送付用封筒」を使用してください。（あ

らかじめ上記の送付先が記載されています。） 

※ 郵送用の郵便切手は入札者が必要分を負担し、貼り付けしてください。 

(３)   入札書類 

 ① 入札書【第４号様式】…21ページ参照 ※入札書提出用封筒に入れ封をしたもの 

 ② 入札保証金提出書（兼返還請求書）【第５号様式】…22ページ参照 

 ③ 入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピー 

※ ①の入札書提出用封筒は、入札参加申込み受付後に市が交付したものを使用してください。 

※ 入札書類の①から③までを、入札参加申込み後に市が交付した入札関係書類送付用封筒に入れて郵

送してください。 

※ 一度郵送（提出）した入札書の引換え、変更、取消しはできません。 

＜提出書類の作成要領＞ 

① 入札書【第４号様式】 

・ 入札金額（消費税抜きの金額）及び必要事項を記入してください。 

・ 入札者が入札参加申込者の場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名（法人の場合は法人の所

在地・法人名及び代表者名）を記入し、印鑑登録印で押印してください。 

 また、共有名義で入札を行う場合は、入札参加申込み時に定めた代表者の住所・氏名（法人の場

合は前記同様）を記入し、印鑑登録印で押印してください。 

・ 金額記入には、アラビア数字（０、１、２，３・・・）の字体を使用し、最初の数字の前に必ず

「￥」を記入してください。 

・ 黒色ボールペン（文字を消せるボールペン不可）、又は万年筆を使用して記入してください。 

・ 入札書に記載する全ての内容は、訂正印を押印しても訂正できませんので、書き損じた場合は新

しい用紙に改めて記入してください。 

・入札書提出用封筒に必要事項記入の上、入札書のみを入れて封（のりづけ）をし、印鑑登録印で割

印をしてください。 

・ 入札者を入札参加申込者以外の代理人とする場合は、委任状【第６号様式】（23ページ参照）が必

要です。入札書の押印と入札書提出用封筒の割印は、委任状の「代理人使用印」を使用してくださ

い。なお、開札の立会が可能なのは、入札者（入札参加申込者（共有名義での申込みの場合は、代

表者）又は委任状による代理人）のみとなります。 
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・ 八戸市暴力団排除条例（平成 23 年八戸市条例第 48 号）第２条第１号又は第２号のいずれかに

該当する者は代理人になることができません。 

・ 代理人資格の確認を行うため、市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨御

了承ください。（代理人が法人の場合、その役員等を含みます。） 

 また、照会の結果、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24

年９月 25日制定）第２条第３号に掲げる排除措置対象者であることが確認できた場合には、同第

３条に基づき排除措置を行い、同４条に基づき内容を公表いたします。 

・ 入札参加申込者は他人の代理人を兼ねることはできません。また、代理人は本物件について複数

人の代理人となることはできません。 

② 入札保証金提出書（兼返還請求書）【第５号様式】 

・ 入札保証金提出書（兼返還請求書）に必要事項を記入し、印鑑登録印を押印してください。 

・ 入札保証金返還用口座は、必ず入札者名義の金融機関口座を記入してください。なお、共有で申

込みした場合は、代表者の口座を記入してください。 

・ 入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがある場合は、

落札者以外の方への入札保証金の返還に通常より日数を要することになります。 

③ 入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピー 

・ 金融機関への入札保証金振込依頼時に、金融機関が発行した振込金受取書等（振込金受取書、振

込受付書、利用明細票等）又は依頼書控等（依頼書控、利用明細票、受付票等）のコピーを、入札

保証金納付済である証明として添付してください。 

・ 上記の振込金受取書等や依頼書控等のうち、取扱金融機関印の押印をもって有効となる場合は、

その押印があるものに限ります。 

9. 開札 

(１)   開札日時 

令和６年６月３日（月） 午後２時 30分 

(２)   開札場所 

八戸市庁 別館７階会議室Ａ 

(３)   開札の立会等 

・ 開札への参加は任意ですが、入札者（入札参加申込者又は委任状による代理人）以外の入室は認めま

せん。 

 また、入札者であっても開札場所への入場は、入札参加申請受付書（市有財産売却一般競争入札参加

申込書兼誓約書の写しに市が受領印を押印したもの）の原本が必要となりますので、必ずお持ちくださ

い。 

・ 立会の受付は当日午後２時 20分から行い、開札開始後の入場は認めません。 

・ 入札者の立会が全くない場合は、市が指定する入札事務に関係のない職員を立会させて開札します。 

・ 開札に立会していない場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。 

(４)   落札者の決定方法 

・ 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、市が定めた最低売却価格以上で、かつ最

高の価格をもって入札した者を落札者とします。 

・ 落札者となるべき同価の入札をしたものが２者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。こ

の場合、当該入札者等が会場にいない場合は、八戸市職員がくじを引きます。 

・ 落札者となるべき入札者について、「２．入札参加資格」の確認が開札までに終了していない場合は、

当該入札者は落札候補者とし、落札者の決定は資格確認の終了後となります。 
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(５)   開札結果 

・ 開札場所では、落札者について、氏名（法人名）及び落札金額を発表します。 

・ 開札結果は、入札者全員にその内容（落札金額、落札者名（個人又は法人の表記のみ））を文書で通

知します。 

・ 開札結果については、その内容（落札金額、落札者名（個人又は法人の表記のみ））を市ホームペー

ジ上で公表します。 

10. 入札の無効 

次の①～⑫のいずれかに該当する入札は無効とします。 

① 入札に参加する資格がない者（入札参加申込みを行っていないものを含む。）の入札 

② 入札保証金を納付していない、又は納付した入札保証金の額が所定の額に満たない者の入札 

③ 市が指定する様式の入札書以外の入札書による入札 

④ 入札書の記載事項が不明な入札、又は入札書に記名若しくは押印のない入札 

⑤ 入札保証金提出書（兼返還請求書）及び有効な入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した

振込金受取書等）のコピーの提出がない入札 

⑥ 一人で２通以上の入札書を提出した入札 

⑦ 入札金額及び文字を訂正した入札（訂正印の押印があっても無効となります。） 

⑧ 黒色ボールペン、又は万年筆以外の筆記具により入札書に記入した入札 

⑨ 市が定める最低売却価格を下回る金額による入札 

⑩ 入札期間内に入札書が指定場所に到着しなかった者の入札 

⑪ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

の入札 

⑫ その他入札に関する条件に違反した入札 

11. 地位の喪失 

 次の①～③のいずれかに該当する場合は、落札者は、その地位を失うことになります。 

① 落札者又はその代理人が、正当な理由なく契約を締結しないとき。 

② 落札者が、正当な理由なく売買代金を支払わないとき。 

③ 落札者が、契約締結前に入札参加資格を失ったとき。 

12. 契約の締結 

① 落札者は、落札者決定の日の翌日から起算して７日（土・日曜日、祝日を除く）以内に売買契約書に

より契約を締結しなければなりません。ただし、落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札は

その効力を失い、落札者が納付した入札保証金は市に帰属します。 

・開札日までに「２．入札参加資格」の確認が終了している場合（開札日＝落札者決定の日） 

  ⇒ 契約締結期限…令和６年６月 12日（水）まで 

・開札日までに「２．入札参加資格」の確認が終了していない場合（確認終了日＝落札者決定の日） 

  ⇒ 契約締結期限…確認終了日の翌日から起算して（土・日・祝日を除き）７日目の日まで 

    なお、確認終了日は関係機関への照会に対する回答を市が受理した日とします。 

② 契約書に貼付する収入印紙（市保管のもの１部）は、落札者の負担となります。 
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13. 契約保証金 

契約保証金（八戸市財務規則第 143条第１項） 

① 落札者は契約締結の際、市が発行する納入通知書により、契約金額（売買代金）の 10分の１以上に

相当する金額の契約保証金を納付してください。 

 なお、入札にあたって納付された入札保証金は、全額を契約保証金に充当しますので、契約締結日に

は、入札保証金との差額を御用意ください。 

② 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。 

 

14. 変更契約の締結及び売買代金の支払方法 

(１) 変更契約の締結 

① 確定測量完了後、土地面積に変更が生じた場合は入札書に記載された金額をもとに土地のみの１平

米あたりの売却価格単価を算出し、測量後の面積を乗じて得た金額を土地の売却価格として変更契約

を締結します。 

② 確定測量完了後、土地面積に変更が生じなかった場合は、その旨を市から落札者へ通知します。 

(２) 売買代金の支払方法 

① 売買代金は、変更契約締結日（もしくは土地面積に変更がない旨通知した日）より１か月以内に、市

が発行する納入通知書により納付してください。 

 なお、納付済みの契約保証金は全額を売買代金に充当しますので、売買代金と契約保証金との差額を

納付してください。 

② 納付期限までに売買代金の支払いが行われないときは、契約保証金は市に帰属し、返還しません。 

③ 売買代金の分割納付はできません。 

 

15. 所有権の移転等 

① 売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿で物件引渡しがあったものとします。 

② 所有権移転登記は、落札者が売買代金を完納し、登記に必要な書類等の提出を受けた後、市が行いま

す。所有権移転登記が完了次第、管轄地方法務局から交付される登記識別情報を落札者へお渡しします。 

③ 所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担と

なります。 

※ 共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。 

※ 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、本物件にかかる一切の権利義務を第三者に譲渡すること

はできません。 

※ 物件の取得に伴い、別途不動産取得税（県税）が課税されますので、御留意ください。 
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16. 契約上の主な特約 

① 売買契約では、契約締結の日から５年間は、以下の事項に関することが禁止されます。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条第１項に規定す

る風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所並

びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第５条に規定す

る観察処分を受けた団体の事務所の用に供し、又はこれらの用に供する目的で第三者に貸し付けるこ

と。 

② ①の特約に違反した場合には、売買代金の３割に相当する金額を違約金として、市に支払っていただ

きます。 

17. その他 

① この実施要項に定めのない事項については、八戸市財務規則（昭和 54年八戸市規則第１号）その他

関係法令の定めるところによります。 

② 物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず御自身において事前に現地及び諸規制につい

て調査確認を行ってください。 

③ 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、全て落札者に

おいて行っていただきます。 

④ 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議はすべて落札者において行っていただきます。 

⑤ 郵送での入札参加申込み又は入札書の提出時、郵便トラブルによる損害等については、市は一切責任

を負いません。 

⑥ 入札の公平性・競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできません。 

⑦ 入札は予告なく中止、内容変更をする場合があります。 
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物件調書 
 この物件調書は、入札参加者等が物件の概要を把握するための参考資料であり、宅地建物取引業法第 35 条に

規定する重要事項説明書ではありません。同法第 78 条により「重要事項の説明」等の規定は、地方公共団体には

適用されません。 

 本物件は、現状有姿での売却となります。本物件調書に記載の有無や記載内容を問わず現況を優先します。 

 本物件の売却にあたり確認した項目は、次のとおりであり、記載以外の事項については確認しておりません。

入札参加に当たっては、必ず事前に、購入後の土地等利用計画などに即し、現地の確認及び法令等の制限につい

て関係機関への調査等を行ってください。 

 本物件土地の測量は、行っておりません。また、法令等にかかる制限のうち、接面道路の幅員やがけ高等にか

かる詳細な測量を必要とする事項については、詳細が不明であることから、該当可能性についてのみ記載してい

ます。 

 

所在地（地番） 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保 11 番地 197 

最低売却価格 
904,000 円（税抜） 登録免許税 

（参考：概算額） 

土地：約 4千円 

建物：約 37 千円 

土 

地 

地

積 

登記簿 167.00㎡ （予定面積） 

建 

物 
家屋番号等 11番 197 

実 測 - 種類 居宅 

地

目 

登記簿 山林 構造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

現 況 
宅地 床面積 

（公簿） 

１階 77.25 ㎡、２階 50.51㎡、 

土地の状況 建物付 建設時期 昭和 63年９月 

接面道路の状況 南側【種別】市道（焼山線）【幅員】10ｍ （建 41条１項１号） 

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
制
限 

種類 内容 問合せ先 電話番号 

区域区分 都市計画区域外 

十和田市 建設部  
都市整備建築課 

0176-51-6735 

用途地域 指定なし 
建ぺい率 なし 
容積率 なし 
高度指定 指定なし 
防火指定 指定なし 
景観保全 - 
開発行為 許可不要 

屋外広告物 
屋外広告物を設置する場合は、青森
県屋外広告物条例に基づく届出が
必要となります。 

文化財保護 
周知の埋蔵文化財包蔵地ではあり
ません。 

十和田市教育委員会 
スポーツ・生涯学習課 

0176-58-0184 

その他 土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域外 

供
給
処
理
施
設 

内容等 状況 問合せ先 電話番号 

電 気 可 ※電気供給設備撤去済 東北電力（株） 0570-550-220 

上水道 前面道路本管 150ミリ管 引込 25ミリ管 十和田市 上下水道部 
 管理課 

0176-25-4511 
下水道 可 

ガ ス プロパン   

交
通
機
関 

鉄道 JR東北新幹線 七戸十和田駅 物件の北東方 約 20.2 ㎞（直線距離） 

バス 
停留所名：奥入瀬渓流温泉 

（十和田観光電鉄・JR バス東北） 
物件の西方  約 600ｍ（直線距離） 

公
共
機
関 

市役所 十和田市役所 物件の東方 約 17.5 ㎞（直線距離） 

小学校 十和田市立法奥小学校 物件の東方 約 8.1㎞（直線距離） 

中学校 十和田市立第一中学校 物件の東方 約 8.9㎞（直線距離） 

その他 建築物の高さ制限及びその他の建築制限は、青森県上北地域県民局建築指導課（0176-23-

4398）に御確認ください。 
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参考・ 

告知事項 

○ 本物件は、平成 29年３月まで八戸市民保養所洗心荘旧従業員宿舎として使用し、 

 以後使用していません。 

○ 本件土地及び建物は現状有姿による売り払いです。契約締結の日以降に土地（地下含 

む）及び建物内に存在する一切の工作物、樹木、設備及び什器備品等は市で撤去せず、

土地及び建物の所有権移転と同時に落札者の所有となります。 

 契約締結後、物件引渡しまでの間に目的物に変動が生じても市は、引渡し時の現状の

まま引き渡せば足りるものとします。 

○ 落札者が所有権移転後に建物や工作物等の解体処分・修繕及び改修等する場合、市は

これらにかかる一切の費用負担をしません。 

 また、上記の設備及び什器備品等は、平成 29年３月末をもって使用を終了しており、

その後の動作や性能については保証しません。所有権移転後に落札者の判断のもと、そ

の使用や処分等を行う場合に要する一切の費用は落札者の負担となります。 

○ 本物件（建物）には、十和田市温泉施設条例に基づく温泉引込みが可能です。 

 ただし、加入金及び月額使用料が発生しますので、詳しくは、十和田市商工観光課 

 （電話 0176-51-6772）へ諸条件について事前に御確認ください。 

○ 建物内に浴室設備がありません。購入を検討の際は、現地をよくご確認ください。 

○ 地下埋設物、土壌汚染調査及び地盤に関する調査は実施しておりません。 

○ 建物性能評価は行っておりません。 

○ 敷地には、物干し台・竿などがあります。また、隣地より植栽が越境しています。 

○ 現地へカーナビを利用して訪問する際は、入力する住所を「十和田市大字奥瀬字栃久

保 11-175」へ設定していただくと便利です。本物件所在地を入力すると本来の所在地

を違う場所を示すことがあります。 
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案内図 
 

物件所在地 ： 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保 11-197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院地図（地理院タイル）に、本物件位置情報を追記して掲載 

 

 

 【拡大図】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院地図（地理院タイル）に、本物件位置情報を追記して掲載 

 

 

 

物件所在地 

物件所在地 

洗心荘 
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公図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置図 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真  
             

 

写真 
写真（南東方向から撮影：建物正面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浴 場

棟 

建物 

撮影方向 （写真） 
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平面図 
 

 １階 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階 
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様式 
 

 様式一覧 
   

様式名称  

市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書 【第１号様式】 

役員名簿 【第２号様式】 

共有者名簿 【第３号様式】 

入札書 【第４号様式】 

入札保証金提出書（兼返還請求書） 【第５号様式】 

委任状 【第６号様式】 

質問票 【第７号様式】 

 

 

  ※ 各様式は市ホームページからダウンロードできます。 
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（第１号様式） 

市有財産売却一般競争入札参加申込書兼誓約書 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

令和６年６月３日開札の市有財産売却一般競争入札（物件名：八戸市民保養所洗心荘旧従業員宿舎

（土地・建物））に参加したく、入札実施要項の内容を了承のうえ申し込みます。 

また、入札参加資格を充足していることについて以下のとおり誓約いたします。 

この資格を満たしていないことが判明した場合には、当該事実に関して市が行う一切の措置につい

て異議の申立てをいたしません。 

 

 

誓 約 書 
 

私は、入札実施要項「２．入札参加資格」①～⑬に該当する者ではありません。 

なお、市が入札参加資格の確認を行うため、警察等関係機関に対して照会を行うことについて、承諾

します。 

 

【申込者（共有名義での申込みの場合は代表者について記入）】 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

〒   - 

電 話 番 号 
 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 

（ 名 称 等 ） 

                            ㊞ 

 

入札物件の表示 

所 在 地 番 地 目 地積（㎡） 

 十和田市大字奥瀬 

字栃久保 11番地 197 
山林（現況：宅地） 

167.00㎡ 

（登記） 

所 在 地 家屋番号 種類 構 造 床面積（㎡） 

 十和田市大字奥瀬 

字栃久保 11番地 197 
11 番 197 居宅 

木造亜鉛メッキ鋼板

ぶき２階建 

127.76㎡ 

（登記） 

 

※ 入札申込者の印は、印鑑登録された印をご使用ください。（共有者も同じ） 

※ 共有名義で申し込まれる場合は、共有者を代表して入札手続きを行う者を決め、申込者欄にそ

の代表者名等をご記入ください。別紙共有者欄には、申込者を除く他の共有者についてご記入くだ

さい。 
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（第２号様式） 

【法人による申込みの場合に提出】 

役 員 名 簿 

（あて先）八戸市長 

 

 

法 人 名 
 

 

※法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について記入してください。 

※氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。 

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
生年月日 住 所 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

 （ ） 

 

T 

S  年  月  日 

H 

 

※記入欄が不足する場合は、本様式を用いて次葉として記入してください。 
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（第３号様式） 

共有者名簿 

共有者（所有権を登記する際に共有とする場合） 

代 

表 

者 

住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                 ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 
住  所 

（所在地） 

〒   - 

（フリガナ） 

氏  名 

（名称等） 

 

                   ㊞ 

 

（電話                  ） 

 ※記入欄が不足する場合は、本様式を用いて次葉として記入してください。 
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（第４号様式） 

入 札 書 

入 札  令和  年  月  日  

 

 

 （あて先）八戸市長 

 

 
住    所 

 
入札者 商号又は名称 

 
代表者職氏名              ○印  

 
 
 

                  （代理人氏名              ○印   ） 
 

※委任状を提出する場合は、代理人氏名も記入し、委任状に押印した「代理人使用印」を押印すること 
  

 

 金 額 

 十億   百万   千   円 

 

※金額は、税抜価格を記入すること。 

※金額は、頭書きに￥を付すること。 

物件名 

   八戸市民保養所洗心荘旧従業員宿舎（土地・建物） 

場 所 

   青森県十和田市大字奥瀬字栃久保11番地197 

条 件 

 八戸市財務規則（昭和54年八戸市規則第１号）並びに入札要項等を了承の上、入札します。 
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（第５号様式） 

入札保証金提出書（兼返還請求書） 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

提出者 住 所 

 

                氏 名（商号又は名称） 

                （代表者職氏名）                  ○印  

 

 

 

私は、令和６年６月３日開札の市有財産売却一般競争入札（物件名：八戸市民保養所洗心荘旧従業

員宿舎（土地・建物））に係る入札保証金を下記のとおり納めます。 

 なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、納めた入札保証金を下記の口

座に振り込んでください。 

 

 

 １ 入札保証金    ￥９１,０００円―  

  

２ 入札保証金返還振込先 

金融機関名 

金融機関名 支店名 

預金の種類 普通 ・ 当座 ・ その他（        ） 

口 座 番 号 

 

口座名義人 

氏 名 

（フリガナ） 

※入札保証金納付済を証する書類（金融機関が発行した振込金受取書等）のコピーを添付して

ください。 
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（第６号様式） 

委 任 状 

 

令和  年  月  日  

 

（あて先）八 戸 市 長 

 

私は、下記のとおり代理人に権限を委任いたします。 

 

住 所                             

（所在地）                           

 

氏 名                          ㊞  

（名称等）                           

 

 

記 

 

１ 委任する権限 

 市有財産売却一般競争入札（物件名：八戸市民保養所洗心荘旧従業員宿舎（土地・建物））に関する

一切の権限 

 

２ 代理人 

 

  住 所                         

 
（フリガナ） 

 氏 名                         

 

 

生年月日   大正・昭和・平成           年    月    日   

 

 

（注１）入札申込者の印は、印鑑登録されている印を押印してください。 

（注２）代理人使用印の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。（認印可） 

    代理人は、入札において、必ずその印鑑を使用してください。 

（注３）法人が代理人となる場合は、役員名簿（第２号様式）も提出してください。 

 
 

  

入 札 申 込 者 

（ 委 任 者 ） 

代理人使用印 
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（第７号様式） 

質 問 票 

市有財産（八戸市民保養所洗心荘旧従業員宿舎（土地・建物））売却一般競争入札 

 

 

令和  年  月  日  

 

 
１ 質問者 

法人名・部署  

担当者（職名・氏名）  

所在地  

電話番号  FAX番号  

E-mail  

 

２ 質問事項 

件名  

実施要項の項目名  

質問 

（内容は簡潔かつ明確に

箇条書きでお願いしま

す。） 

 

 

【送信先】八戸市 福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ 

・ファックス番号 0178-47-0746 

・電子メールアドレス fukushiseisaku@city.hachinohe.aomori.jp 

 

【受 付】令和６年５月 10日（金）午後５時まで 
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入札者心得書 
○八戸市財務規則 

昭和 54 年１月 23日規則第１号 

別記第１（第 118条関係） 

入札者心得書 

（入札保証金） 

第１条 競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札執行前に、入札金額の 100

分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項の入札保証金の納付は、有価証券を担保として提供することによって、これにかえることができ

る。 

３ 前項の規定により担保として提供することができる有価証券の種類及び価値は、次のとおりとする。た

だし、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 156条第１項第２号及び第３号に掲げる証券をもっ

て提供する場合の価値は、額面以内とする。 

種別 価値 

国債証券，地方債証券、興業債券、農林債券、商工債券、長

期信用債券、日本信用債券その他これらに準ずる債券 

額面金額（割引債券にあっては、売出価格）

の10分の８以内 

金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 額面金額 

その他そのつど市長が認める有価証券等 市長が定める額 

４ 入札保証金は、開札が終った後に払戻しする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に払戻し

する。 

５ 落札者は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。 

６ 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 

（入札等） 

第２条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合

において、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 

２ 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表面に記入し、公告又は通知書に示した時刻までに入札しなけ

ればならない。 

３ 電子入札を行う者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札に代えて、契約担当者等が指定

する日時までに入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該契約担当者等の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

４ 提出した入札書又は契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録した入札金額

その他の事項は、その書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

５ 入札参加者は、代理人をして入札させる場合は、入札前に代理人に委任状を提出させなければならな

い。 

６ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 

７ 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、公告等において、これによることを認めた場合は、

この限りでない。 

（入札の辞退） 

第３条 一般競争入札に参加する者及び指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を

辞退することができる。 

２ 入札を辞退しようとする者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 

(１) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送（入札日の前日までに到

着するものに限る。）して行う。 

(２) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出し

て行う。 

３ 前項の規定による申出は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して行うことができる。 

４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等に抵

触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につ

いていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 



26 
 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 

（入札の中止等） 

第５条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じ

たときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。 

（無効の入札） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札の参加資格のない者がした入札 

(２) 同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

(３) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われ

たと認められる入札 

(４) 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは識別しがたい入札又

は金額を訂正した入札 

(５) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不

足である者がした入札 

(６) 電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12年法律第 102号）第２条第１項に規定する電子署名の

ない電子入札 

(７) 電子入札案件において、契約担当者等の承諾を得ずに、又は指示を受けずに行われた入札書による入

札 

(８) 入札参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした電子入札 

(９) その他入札条件に違反した入札 

（落札者の決定） 

第７条 市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落

札者とする。ただし、次条第１項又は第９条に定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格で入

札した者のうち、最低の価格で入札した者以外の者を落札者とすることがある。 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合） 

第８条 競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最

低の価格で入札した者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の

制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることがある。 

２ 低入札価格調査制度の対象となる競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、

予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者の当該入札に係る価格があらかじめ設けた調査基準

価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて

調査するときには、その者は契約担当者等の調査に協力しなければならない。 

第９条 競争入札により工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適

合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格

の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限

価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 

（再度入札） 

第 10 条 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき（最低制限価格を設け

た場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき）は、直ちに再度

の入札を行う。 

（同価格入札の取扱い） 

第 11 条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちにくじ（電子入札案件にあっ

ては、電子くじ。以下この条において同じ。）で落札者を定める。この場合において、当該入札者のうち

くじを引かない者があるときは、これにかえて、入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。 

（契約保証金） 

第 12 条 落札者は、契約を締結しようとするときは、契約を締結するときまでに契約金額の 10 分の１以

上の契約保証金を市に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限

りでない。 

２ 第１条第２項及び第３項の規定は、前項の契約保証金について準用する。 

３ 工事の請負契約を締結する場合において、落札者は、前項に定めるもののほか、銀行若しくは市長が確

実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184号）第２

条第４項に規定する保証事業会社の保証を担保として提供することによって、契約保証金の納付にかえ

ることができる。この場合において、その担保の価値は、その保証する金額とする。 
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（契約書の取り交わし） 

第 13条 落札者は、落札決定の日の翌日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に契約書を取り交わさ

なければならない。ただし、契約締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 落札者が、前項の期限までに契約書を取り交わさないときは、契約は、確定しないものとする。 

（保証人） 

第 14 条 落札者は、保証人を立てる必要がある契約を締結するときは、自己と同等以上の資格及び能力を

有する保証人を立てなければならない。 

２ 指名競争入札の落札者は、同一の入札について指名を受けた者を前項の保証人とすることができない。

ただし、当該契約がその履行に特別な技術を要するものであるとき、その他市長がやむを得ないと認める

ときは、この限りでない。 

（契約書の提出部数） 

第 15 条 落札者は、契約書２通（保証人を立てるときは、３通）を契約担当者等に提出しなければならな

い。 


